
未来ちゃん 情 局報

【お詫びと訂正】
広報けいせん４月号25ページの下記の記事に
誤りがありましたので、お詫びして訂正します。

⇒

【対象となるブロック塀等】

（フェンスその他これらに類するものと混用の場合を含む）
及び門柱であること

上記赤で示した部分は対象外となります。

誤

正

■危険なブロック塀等の撤去費の一部を補助
　

問 

保
険
環
境
課 

生
活
環
境
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

「
ご
み
ゼ
ロ
」
が
合
言
葉

美
化
活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か

第
２
回
桂
川
町
環
境
美
化
の
日
行
動

お知らせ【
日　

時
】
5
月
16
日
㈰　

8
時
30
分
～
10
時

【
実
施
地
域
】
町
内
全
域

【
集
積
所
】
桂
川
町
役
場 

公
用
車
駐
車
場

【
実
施
目
標
】

　

①
空
き
カ
ン
、
空
き
ビ
ン
の
ポ
イ
捨
て
防
止
と
回
収

　

②
不
法
投
棄
の
防
止
と
除
去

　

③
各
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
美
化
行
動

【
そ
の
他
】
家
庭
で
出
た
ご
み
の
収
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

指
定
曜
日
に
有
料
指
定
袋
で
出
さ
れ
る
よ
う
、
お
願

　

い
し
ま
す
。

　

※
参
加
い
た
だ
く
際
は
、
マ
ス
ク
や
手
袋
の
着
用
も

　
　

お
願
い
し
ま
す
。

問 

産
業
振
興
課 

商
工
統
計
係 

☎
６
５
・
１
１
０
６

令
和
３
年
経
済
セ
ン
サ
ス

基
礎
調
査
に
ご
協
力
を

令
和
３
年
経
済
セ
ン
サ
ス

お知らせ　

総
務
省
と
経
済
産
業
省
は
、
令
和
3
年
6
月
1
日
現

在
で
、「
令
和
3
年
経
済
セ
ン
サ
ス
ー
活
動
調
査
」
を
実

施
し
ま
す
。
全
国
す
べ
て
の
事
業
所
及
び
企
業
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
は
、
全
産
業
分
野
の
売
上

（
収
入
）
金
額
や
費
用
な
ど
の
経
理
項
目
を
同
一
時
点
で

把
握
し
、
事
業
所
・
企
業
の
経
済
活
動
を
全
国
的
及
び

地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
調
査
結
果
は
各

種
行
政
施
策
や
社
会
経
済
の
発
展
を
支
え
る
基
礎
資
料

と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

5
月
下
旬
よ
り
、
統
計
調
査
員
が
事
業
所
及
び
企
業

へ
訪
問
し
ま
す
。
調
査
票
の
回
答
に
つ
き
ま
し
て
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
回
答
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、

紙
の
調
査
票
に
ご
記
入
い
た
だ
き
、
調
査
員
に
提
出
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
へ
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
を
装
っ
た
不
審
な
訪
問
者

　

や
不
審
な
電
話
・
電
子
メ
ー
ル
な
ど
に
ご
注
意
く
だ

　

さ
い
。
調
査
員
は
必
ず
「
調
査
員
証
」
を
身
に
着
け

　

て
い
ま
す
。

問 

産
業
振
興
課 

商
工
統
計
係 

☎
６
５
・
１
１
０
６

お
住
ま
い
の
住
宅
改
修
を

補
助
し
ま
す

　

桂
川
町
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
支
援
対

策
と
し
て「
住
宅
改
修
特
別
促
進
事
業
」を
実
施
し
ま
す
。

　

補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
着
工
・
完
了
し
て
い
る
も

の
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

【
申
請
期
間
】
令
和
3
年
4
月
1
日
～
7
月
30
日
ま
で

【
補
助
対
象
者
】（
①
②
③
④
す
べ
て
に
該
当
）

　

①
申
込
日
現
在
、
町
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

　

②
補
助
の
対
象
と
な
る
住
宅
に
居
住
し
て
い
る

　

③
対
象
と
な
る
住
宅
改
修
に
対
し
、
町
で
実
施
し
て

　
　

い
る
他
の
補
助
金
な
ど
を
受
け
て
い
な
い

　

④
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
（
生
計
を
一
に
す
る
人
も

　
　

含
む
）

【
補
助
対
象
住
宅
・
工
事
】（
①
②
③
す
べ
て
に
該
当
）

　

①
町
内
在
住
の
人
が
町
内
に
所
有
し
居
住
す
る
専
用

　
　

住
宅
又
は
併
用
住
宅
の
住
居
部
分
お
よ
び
集
合
住

　
　

宅
の
専
有
部
分

　

②
「
町
内
の
施
工
業
者
」
お
よ
び
「
代
表
者
が
桂
川
町
に

　
　

住
民
登
録
し
て
い
る
施
工
業
者
」
が
行
う
改
修
工
事

　

③
工
事
費
が
10
万
円
以
上
（
消
費
税
別
）
で
、
令
和
４
年
３

　
　

月
31
日
ま
で
に
完
了
届
を
提
出
で
き
る
改
修
工
事

【
補
助
金
額
】
改
修
工
事
費
用
の
3
割
に
相
当
す
る
金 

　

額
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
・
上
限
30
万
円
）

【
そ
の
他
】
補
助
金
交
付
の
対
象
に
な
ら
な
い
工
事
も
あ

　
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

桂
川
町
住
宅
改
修
特
別
促
進
事
業

補助金

令和 3 年 . 広報けいせん 5 月 12 頁


